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１． 「ニーズの多様化・複雑化」の陥穽－基
礎的ニーズの欠落と抑圧されてきたニー
ズの顕在化－

　「今日の福祉ニーズ」をとらまえた際、つい、
「福祉ニーズの多様化・複雑化」へと議論が
膨張するきらいがある。また、その認識は政
府の側からもよく示されている。
　例えば、「ニッポン一億総活躍プラン」（2016
年6月2日閣議決定）における以下のくだりを
みてみよう。「育児、介護、障害、貧困、さ
らには育児と介護に同時に直面する家庭な
ど、世帯全体の複合化・複雑化した課題を受
け止める」。また、「新たな時代に対応した福
祉の提供ビジョン」（2015年9月17日 厚生労
働省）において、社会的な背景や課題に「福
祉ニーズの多様化・複雑化」への言及があ 
り1、そして、「地域共生社会」でも、「少子
高齢化・人口減少が進み、一人ひとりの持つ
課題がさらに複雑になっていく社会」として
現状が捉えられている2。
　しかし、ここ十数年で個人から発せられる
ニーズが大きく変化しているわけではない。
確かに、1990年代後半以降、共働き世帯が増
加を続けているにもかかわらず、世帯収入は
明らかに減少の一途を辿っている。また滞日
外国人の数は確実に増加傾向にあることなど
から、ここでは新たなニーズが高じていると
言えなくはない3。しかしそれ以外は、むしろ、
家族形態を含めた社会構造の変容によって、
個人の置かれている状況が変遷していること
として捉えるべきだろう。
　例えば、バラエティー番組において、30年
前に誕生しその当時は何の批判も寄せられな
かった「LGBTを嘲笑する」登場人物に現在

は強い批難が寄せられている。それが、フジ
テレビの宮内正喜社長の謝罪へと発展するほ
どにだ4。同様に、大みそかの日本テレビ系
の番組においても、あるお笑い芸人が、「黒
人俳優に扮する際に顔を黒く塗る『ブラック
フェース』をしたことに対し、批判の声が広
がっている」5。
　これらは、「ニーズの多様化や複雑化」か
ら端を発しているものでは断じてあるまい。
むしろ、30年前から不快な思いをさせられ続
けていたLGBTや日本においても侵害され続
けてきた黒人の歴史があり、ジョン＝G=ラッ
セルも指摘する『ちびくろサンボ』や「カル
ピスの商品マーク」、「だっこちゃん」・「サン
ボ」人形の問題をみよ！6、それが今になっ
てようやく、その反抗の声をあげることが許
されるようになってきたというだけのことで
あろう。障害者の領域で言えば、発達障害や
高次脳機能障害などが、そして、先の滞日外
国人にしても以前から外国人は存在していた
わけだから、これらと同様の経緯がみられる。
これは言い方を変えれば、「ニーズの多様化・
複雑化」などではなく、従来から抑圧され続
けてきたニーズの表出化・顕在化であるとい
えるだろう。
　このように、「ニーズの多様化・複雑化」
には、これまでも存在していたにもかかわら
ず、抑圧によって埋没・黙殺され続けてきた
ことによって、顕現のされてこなかった「ニ
ーズ」が内含されているという事実は押さえ
ておくに値する。つまり、「福祉ニーズの多
様化・複雑化」という捉え方自体に大きな誤
認があると私は考えている。そこには、「人
びと」を抑圧し続けていた過去に対する反省
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の念がみじんも感じられないからだ7。
　更にいうならば、「福祉ニーズの多様化・
複雑化」という表現は、まるで、日本の社会
福祉が次の段階に進化したかのような錯覚を
人びとに植え付ける。つまり、生存保障など
根源的なニーズの充足から、多様な個人の尊
厳保障などのより「上層ニーズ」の充実を目
指しているかのように、現下の社会福祉の実
態を瞞着するべく画策を狙っているのではな
いか、とつい勘繰ってしまうのは、私の性格
が捻くれているせいだろうか。
　しかし、少なくとも、「福祉ニーズの多様化・
複雑化」に対応する以前の段階で、今もなお、
日本の社会福祉は停滞しているように思われ
る。生活保護問題対策全国会議が編集する

『「生活保護法」から「生活保障法」へ』（明
石書店）によれば先進諸外国（ドイツ・フラ
ンス・スウェーデン・イギリス・アメリカ・
韓国）と日本の公的扶助・社会扶助の比較に
対する以下のくだりをみてみよう。
　「日本の生活保護制度の実情は、世界基準
からは大きく遅れ、その利用が制限されてい
ること、貧困者を救済するという本来の役割
を発揮できていないことがわかります。すな
わち、貧困率が高い（高い方から2位）にも
かかわらず、保護率は低く（低い方から3位）、
また、捕捉率は最下位、生活保護についての
財政支出も低い方から2位です。その原因は、
先進諸外国と異なり、預貯金と自動車の保有
を基本的に認めないという厳しい制限や、あ
まりに広い扶養義務、制度を周知しようとし
ない国や自治体の姿勢などにあることが明ら
かです。こうした生活保護制度を先進国並み
に改革していくことは喫緊の課題です」8。
　本書では、日本の相対的貧困率を15.6％、
保護率（利用率）1.68％、捕捉率10.8％（保
護率/相対的貧困率・生活保護基準比は
22.9％）としている。このように先進諸国の
なかにあって、日本の根源的社会福祉は底辺
にあることへの共通理解は欠かせない。
　日本独自の動向を顧みても、「2004年から
の老齢加算の削除・廃止、2005年からの母子
加算の削減・廃止に始まり、2013年8月からは、
3年間で平均6.5％、最大10％、年額で670億
円もの生活扶助基準」を引き下げ、「その後も、
住宅扶助基準、冬季加算の引き下げを」続け
て行っている。直近の「2018年10月からは、
3年間で平均1.8％、最大5％、年額で160億円
に及ぶ生活扶助基準の引き下げ」を決めてい

る9。
　以上みてきたように、日本の社会福祉の水
準は、まさに、選別主義と劣等処遇の原則に
よって設定されていることに疑いの余地はな
いだろう。このような基礎的・根源的な社会
福祉の劣化が現存するなかで、「福祉ニーズ
の多様化・複雑化」に対応するという言い回
しは欺瞞でしかない。また、生存保障さえま
まならない人びとが地域で暮らす現状を等閑
にしておいて、つまり、もっとも基礎的な社
会福祉サービスを御座なりのままにして、「地
域共生社会」を声高に叫ぶことに対しても、
どうしても共感することができないのだ。

２． 「見守り」と「監視」の違い―「見守り」
は、何のために、そして、誰のために行
うのか―

　そして、本稿で取り上げる「見守り」は、「監
視」ではない。この「見守り」は、「人間の
権利擁護」に資するものでなければならない
という捉え方自体は、多くの読者からも共感
が得られることと思う。しかし、私たちの社
会には、それが「見守り」という名の「監視」
に凋落してしまいかねない素地があることは
押さえておく必要があるだろう。そこで、こ
こでは、この「見守り」と「監視」其々の背
景に、「信頼」と「安心」という異なる要素が
据えられていることから確認しておきたい。
　まず、日本人の他者との関係の特徴である
が、「内輪びいき」という言葉に代表される
ように、私たちは、自らが所属する集団や階
層内における他者への相互理解や相互支援
の関係は顕著であるが、「内輪」の外にいる
他者への信頼は思いのほか稀釈しているよう
だ。増田直紀は、山岸俊男の「信頼の解き放
ち理論」をもとに、赤の他人に対する信頼度
は、日本人よりもアメリカ人の方が高いと指
摘する。また、その理由として、日本人は「信
頼」よりも「安心」を求める傾向にあること
を挙げている。加えて、この「安心」と「信
頼」は性質的に全く異なるものであり、「安心」
は所属集団内における防衛的な思想・行動に
依拠するが、翻って、「信頼」は所属集団外
部に対する開放的な他者との繋がりを志向し
ていると主張している10。
　加えて、昨今の動向として今一つ気になる
ことがある。それは、この「安心」の使われ
方に起因する問題でもあるが、「安心」「安全」
を標榜しつつ「見守り」を強調することにあ
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る。増田と山岸の主張にもあるように、「安心」
「安全」の背景には排除の概念があるように
思われる。つまり、「我がまちの安心」「我が
国の安全」という具合にだ。この場合、「我が」
以外の人びとの「安心」「安全」は含まれて
いない。逆に、「信頼」は、「安全」とは異な
る概念であり、「我が」以外の人びとへの繋
がりを志向しているように思われる。要する
に、「安全」は特定の集団や階層、圏域内部
での繋がりを強化し、外部を排除へと導くが、
翻って、「信頼」はこれら集団・階層・圏域
外部へとひらいた繋がりを志向する。加えて、
以上の趨勢が、「メダカ社会」に象徴される
日本人特有の横並び・画一的な思想との相乗
効果を起こせば、この「安心」「安全」からは、
異質なものを排除する傾向さえ生みだされる
だろう。
　この「異質なものを排除する」。言い換え
れば、一定の基準に準拠した暮らしを守るこ
とを意図した「安心」「安全」から、「見守り」
を鑑みれば、どうしても私は、それが「監視」
へと連なる感覚を得てしまう。特にこの「見
守り」のまなざしが、「強者」から「弱者」
へと一方通行で向けられている場合はなおさ
らである。このように「安心」「安全」の強
調は、自らの集団や階層、特定の圏域内にお
ける規則・規範を守ることや、であるがゆえ
に、その内部においてその基準から逸脱した
人びと、異なる集団・階層・圏域の人びとを
同時に排除してしまう危険を高めること、さ
らには、異なる立場の人びとへの信頼を毀損
させることへと帰趨する。
　であるならば、このような「安心」「安全」
への憧憬を捨て、自らとは異なる立場の人び
とと「出逢う」ための勇気と覚悟を包含して
おく方が、「人間の権利擁護」に依拠したま
ちづくりにおいては有効であろう。そして、
このような勇気と覚悟を人びとが獲得できる
ように後押しをすることが「見守り」の重要
な機能となり得ると私は考えている。

３． 「出逢いの不在」と「出逢いの失敗」が
多様性の尊重を阻害する

　それでは、社会福祉の観点からは、なぜ、
階層・集団を超えた「出逢い」や連携が求め
られるのだろうか11。それは、これら多様な
人びとによる「出逢い」の希釈化が、多様な
立場や思想の相互理解を阻害しているからで
ある。先に挙げたジョン＝G=ラッセルも、「日

本人の黒人に対するイメージは根本的に西洋
人の黒人観に基づいている」その理由として、

「日本に居住する黒人が少ない」ことを挙げ
てしていた12。そこでは、「日本人」と「黒人」
による「出逢いの不在」が一つの要因として
捉えられているのだ。
　つまり、障害者と健常者、認知症の人とそ
うではない地域住民、富裕層と貧困層、高齢
者と若年者、子育て中の世帯と介護をしてい
る世帯など、私たちは同じ地域で暮らしてい
るにもかかわらず、階層や集団によってその
繋がりが分断されており、これらを越境した

「出逢い」がなされていないがゆえに、それ
ぞれの視点や思想の共通理解を困難にしてい
る現状があるというわけだ。
　この「出逢いの不在」に対する理解を深め
るために、障害者と健常者の「出逢い」の実
態について確認してみたい。全人口に占める
障害者の割合は、約10％といわれているが13、
健常者が通学・所属する学校や職場には10％
の障害者の存在が確認できるだろうか。ライ
フステージ毎に顧みれば、まず、中等度から
重度の障害児の多くは一般の保育園・幼稚園
には通園していない。もちろん、このことは、
障害児の受け入れに見合った補助金等の公
的支援がないことなどによる制度的な欠陥に
起因しているといえるのだが、結果として、
中等度から重度障害のある乳幼児は専門の施
設等におけるサービスを利用することになる。
　次に、小中学校では、学級や学校が峻別さ
れその接点はさらに減退させられている。大
学、短期大学及び高等専門学校においては、
障害者の割合は1％未満へと低下してしまう14。
この様な空間では、障害者がまるでいないに
等しい事態となっているといって過言ではあ
るまい。そして、「大人」になってからも、
公的機関や民間企業等の職場でも障害者の
割合は2％程度で推移しており、私たちは共
に働く機会を奪われ、自らが暮らす地域にお
いても、すれ違う程度の出会いに終始する傾
向にある15。しかも、政府（中央省庁）や自
治体におけるこの数字にさえも不当な「水増
し」処理がなされていたという驚愕すべき事
態も生じている。このことは公的機関でさえ
も、「障害者の法定雇用率」の達成・保持が
困難である事実を露呈しているといえるだろ
う。よって、この問題の本質は、行政機関の
杜撰で滑稽な制度運営の手法に対してではな
く、生産性と効率性を過度に求める「人間に
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とっての労働」のあり方そのものから端を発
していると捉えるべきだ16。
　如上のように、私たちの社会では、確かに
地域で障害者と健常者は、物理的には同じ地
域で暮らしているという意味で「共住」して
いるものの、その関係は、すれ違う程度のか
かわりに終始しており、双方が意識して「出
逢う」ことがなされにくいものとなっている。
この階層間による「出逢いの不在」もしくは、
例えば認知症によるBPSD（Behavioral and 
Psychological Symptoms of Dementia：「認
知症の行動と心理症状」）が顕在化して、認
知症の人が混乱の只中にある際に「出逢う」
という「出逢いの失敗」が、そのつながりを
分断し、問題の共有や相互理解・支援の妨げ
となっているのである。私たちは、この「出
逢いの不在」と「出逢いの失敗」を克服し、
つまり、「出逢い直し」を促進するなかで、
地域で共に暮らしているだけの「共住」社会
から、その地域で暮らすすべての人間の尊厳
を相互に認め合う「共存」社会、即ち、真の
意味における共生社会を志向していかなけれ
ばならないのだ。

４． 「出逢い直し」が人びとの関係構造とア
イデンティティの変容を促進する

　ここでは、この「出逢い直し」が人びとの
関係構造とアイデンティティの変容を促進す
ると論じるに至る根拠について若干ではある
が触れておきたい。そこで、まず、日本介護
経営学会が実施した認知症の人へのスティグ
マ調査結果を紹介しておく。「認知症に関す
る病態理解」等の「知識供与型の学習」が認
知症の人と認知症の理解を進め、スティグマ
の低減に連なっているとの指摘があり、この
種の学習・理解は、必ずしも認知症の人との
接触体験を必要とはしていない。
　しかし、本研究においても、「認知症に関
する病態理解だけでなく、認知症を内包する
人格や性格等の個性の理解や関係性の濃密
度が（スティグマの）低減を促進する決定因
子である」（括弧内は中島）と推測がなされ
ており、この後者の部分への対応は、「知識
供与型の学習」では不十分であるとの指摘が
ある17。つまり、障害のある人の個別性・関
係性に着眼すれば、たとえ同じ「障害種別」
にあってもその配慮には個々に様々な方法が
求められることになり、そのための理解を促
すには「共活動を主とした接触体験の機会」

が不可欠となるということだ。以上のことか
らも、この調査では、「認知症の人とかかわ
りがない人は、かかわりがあった人よりもス
ティグマが強いということが明らかになって
いる」18 。
　また「知識供与型の学習」自体についても、
阿部哲也は、「はたして『認知症の理解』促
進は、スティグマの緩和に十分に貢献してい
るのであろうか」との見解を吐露しつつ、実
体験として、講演会に参加した地域住民から

「認知症にはなりたくないですね」などとい
った逆の反応があることを顧みる。そのうえ
で「これらのことは、『認知症の病態や症状
などの理解』は、無知による偏見の解消に有
効である反面、恐怖や不安などを増長する要
因にもなることを意味している」とこの種の
学習が諸刃の剣として機能することに言及す
る19。この指摘は、「知識供与型の学習」や一
般化されている「認知症の理解」促進、即ち、
学校型の“正しい”知識の伝達・移転による
学習が、スティグマを一定程度低減させる効
果がある一方で、翻って、排除の論理を強化
させてしまう可能性も内含されていることに
加え、認知症の人の個別性や関係性に対する
理解促進にまでは届かないことを示している。
　高橋満らによれば、学習論は、この30年で
価値規範の大きな転換がなされてきたとして
いる。それは、「獲得としての学習（学習の
標準的なパラダイム）」から「参加としての
学習（学習についての生成的パラダイム）」
である。高橋らの説明では、「獲得としての
学習」においては、知識が、学習者から切り
離すことが可能であることや、逆に、獲得し、
所有することのできるものであるとし、学校
教育の場での教科書を用いて行われる学習を
代表例としている20。まさに、知識を獲得す
ることを学習の中核に据えているものだ。他
方で、「参加としての学習」では、知識は、
学習者の諸個人の関係、相互作用によって生
成され、継続的に再構成される流動的なもの
として捉えるとする。ここではまさに、活動
や状況への参加を通してなされる学習を指し
ている21。
　もう既にお分かりの通り、ここで取り上げ
た「学校型」「知識供与型」の学習が「獲得
としての学習」に、「共活動を主とした接触
体験の機会」による学習が「参加としての学
習」と符合する。
　まさに、教育学における学習論の観点から
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も、この「出逢い直し」に向けた実践は正当
性のあるものとして捉えられていることがわ
かる。よって、私たちも同様に、「人びと」
に対する理解や協力を促進する実践の変換を
はかる必要があるのだ。 

５． 「見守り」への参加が多様性理解へ逢着
する

　以上みてきたように、「人間の権利擁護」
を「見守り」の目的に置くならば、私たちは、

「安心社会」ではなく、「信頼社会」の構築を
目指さなければなるまい。そのために必要な
ことは、地域住民における思想や姿勢の画一
化・同質化を拒否しつつ、未だ「出逢う」こ
とのない他の集団・階層に所属する人びとと

「出逢い」、また異なる地域・圏域の人びとと
の繋がりを希求することにある。
　山岸の主張で最も参考になる点は、社会的
不確実性やリスクが存在する「信頼」への挑
戦に必要なことは、その社会的不確実性を減
退させる「情報の透明性」「情報開示」にあ
るとしていることだ。山岸の主張をみれば、

「政治活動や経済活動を含むさまざまな社会
活動の透明化」を提言し、「とくに公的な問
題にかかわる政治や経済活動の透明化は、情
報の独占化による非対称性を減少させること
により、社会全体にわたって社会的不確実性
の水準を引き下げる」としているように、こ
の「情報の透明性」「情報開示」を実施する
主な主体を政府や自治体に位置づけているよ
うだ。確かに、社会全体をみれば、権力の側
による積極的な情報開示・透明性の担保が、
社会的不確実性を払拭していくことで、政府
に対する信頼も上昇させ、それが、信頼社会
の構築に向けた推進力となるであろう。
　しかし、地域社会において、この「情報の
透明性」「情報開示」を検討すれば、それは、
階層・集団間を超えた「出逢い直し」にも通
ずるものがあると私は考えている。つまり、
未だ「出逢って」いない、異なる階層・集団
にいる人びとによる対話とかかわりの機会を
設けることにより、その人びとが各々に抱え
る個別具体的な暮らしの困難とその存在を分
かち合うことが、多様な立場の人間・階層・
集団間における「情報の透明」化であり、「情
報開示」としてとらえることができると考え
るのだ。このような階層・集団を超えた「出
逢い直し」が進めば、相互理解が深まり、そ
の地域における社会的不確実性やリスクはむ

しろ軽減していくに違いない。そして、この
「出逢い」の経験と成果が、次の「出逢い」
を求める勇気と原動力へと連なるだろう。
　このように、未だに十分な接点のなかった
多様な他者間の「出逢い直し」が、従来から
分断されていた人びとによる「情報共有」を
形成し、その先に更なる新たな「出逢い」を
促進していく。そして、この多様な「出逢い」
によってこそ、相互理解・学習が進み、地域
に多様性・信頼性を醸成していくのである。
であればこそ、私たちが志向する「地域の連
携」とは、「安心」ではなく、「信頼」に傾注
するべきものとなるだろう。そして、この社
会的不確実性とリスクのある初期の「出逢い
直し」を支えるのは、コーディネーターとし
ての専門職の関与である。私は、その中核に
ソーシャルワーカーを据えるべきだと主張し
たい。特に、初期の「出逢い」では、「安心」
を求めるがゆえに、人びとはリスクを回避し
たがる傾向が強い。そこで、そのリスクを乗
り越える勇気を醸成し、その後押しをするこ
とがソーシャルワーカーの重要な仕事とな
る。

６．信頼に基づく「見守りの仕組み」考
　以上の主張から、人間の権利擁護に資する

「見守りの仕組み」について論及したい。まず、
「参加としての学習」を鑑みた際、この「見
守り」活動への参加そのものが、これに該当
することは間違いないだろう。よって、多様
性尊重の観点からは、民生委員・ボランティ
ア等の「セミフォーマル」（準専門職）に位
置づけられている人びとや既に社会福祉に興
味のある人びとによる「見守り」だけでは不
十分であり、むしろ、社会福祉や「人びと」
に無関心な人びとへの参加の誘導が不可欠と
なる。人びとによるこの様な「見守り」活動
こそが、「人びと」の存在と困難を分かち合
うことに連なり、「人びと」に対する理解や
慮りを醸成していくことに逢着するであろ
う。
　つまり、「見守り」それ自体は目的にはな
りえないということだ。翻って、私たちは、「見
守り」を多様な人びとの相互理解・学習を促
進する手段として捉えるべきだと考える。な
ぜならば、この「見守り」は、政府が意図し
ている財政抑制を担保するための地域住民の

「サービス提供者」化を図るものではないか
らだ。生存保障や最低限度の生活保障は、第
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一義として、政府や自治体にその責務が求め
られているわけだから、その一部を地域住民
に肩代わりさせる類のものであってはなるま
い。このような潮流の下では、冒頭から述べ
ている基盤的・基礎的社会福祉サービスの減
退を招くことにつながり、これはそのまま、
人間の尊厳毀損へと直結してしまうからだ。
　更に言えば、「見守り」は、政府や自治体、
専門職などの「誰か」から強要されて行うべ
きものでもない。また、そのような「見守り」
は、「監視」につながりやすい危険を孕んで
いるといえるだろう。よって、多様な人びと
に対する「見守り」活動への誘導には、信頼
できる他者からの働きかけが切要となる。多
様な人びとの主体性を尊重しつつ、「見守り」
活動への協力を要請していくのである。ここ
に、平素による地域住民との連帯を重視した
ソーシャルワーカーの関与が求められている
と考える。さらに言えば、「参加としての学習」
は、何も、「見守り」活動に限定したもので
もないだろう。社会福祉施設や事業所へのボ
ランティア活動やあらゆるまちづくりへの参
加を通してもなされるものである。よって、
私たちは、多様な活動の中に、この「見守り」
活動を位置づけていく必要がある。
　以上みてきたように「見守り」という言葉
には、幾つもの思惑が交錯していることがわ
かる。政府の側からは、地域住民を「サービ
ス提供者」へと誘う財政抑制論として、「安
心社会」を志向する人びとからすれば、「自ら」

「自分たち」の安心のために、そして、「人間
の権利擁護」の観点からは、集団・階層を超
えた多様な人びとによる相互理解を求めて、
という具合にだ。よって、私たちは、「見守
りの仕組み」を考える前に、一体、それを誰
のために、何のために行うべきかの共通理解
を果たさなければならないだろう。しかし、
このことは、私たちがどのような社会を志向
しているのか、その社会の捉え方に大きく依
存している。
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